
令和８年４月１日から

自転車等の場合

車道の真ん中を走っちゃお。

自動車等の場合

自転車との距離が近いけど

当然､自転車がよけるだろ
減速しないで行っちゃえ。

※自動車等とは、
自動車や原動機付自転車以上の二輪車のこと
です。(特定小型原動機付自転車を除く)

※自転車等とは、
自転車や特定小型原動機付自転車などの
ことです。

車道で自動車等が自転車等の右側を通過する場合(側方通過時)に、
双方の間に十分な間隔がないときは、、、

自転車等との間隔に応じた安全な速度
で進行しなければなりません。
歩行者等側方通過義務違反

・罰則

３か月以下の拘禁刑または５万円以下の罰金

違反点２点 反則金 大型 9,000円 普通 7,000円

二輪 6,000円 原付等 5,000円
・交通の危険を生じさせた場合は、

３年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

① 自動車等は、 ② 自転車等は、

被側方通過車義務違反

罰則 ５万円以下の罰金

反則金 5,000円

あきた交通安全大使
相場 詩織さん

できる限り道路の左側端に寄って進行
しなければなりません。 自
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（道路交通法第18条第３項、第４項）

「自動車等と自転車との距離が近いにも

かかわらず減速せずに、自転車の側方を

進行。」

「自動車が走行してきたにもかかわらず、

道を譲らず、道路の左側端にも寄らない

で進行。」

※道路環境に応じて
左側に寄れない場合は除く
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